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現 行 改 正 案 

VII． 監督上の評価項目と諸手続（投資助言・代理業） 

VII－２ 業務の適切性（投資助言・代理業） 

VII－２－１ 投資助言業に係る業務の適切性 

VII－２－１－３ 投資顧問契約の解除（クーリングオフ） 

(1) 投資顧問契約の解除（クーリングオフ）に係る留意事項 

① （略） 

➁ 金商業等府令第115条第１項第３号に規定する「契約締結時交付書面

を受領した日から解除時までの日数」の計算に当たっては、当該書面

を受領した日及び解除を行う旨の書面を発した日を含むものとする。 

VII． 監督上の評価項目と諸手続（投資助言・代理業） 

VII－２ 業務の適切性（投資助言・代理業） 

VII－２－１ 投資助言業に係る業務の適切性 

VII－２－１－３ 投資顧問契約の解除（クーリングオフ） 

(1) 投資顧問契約の解除（クーリングオフ）に係る留意事項 

① （略） 

➁ 金商業等府令第115条第１項第３号に規定する「契約締結時交付書面

を受領した日から解除時までの日数」の計算に当たっては、当該書面

を受領した日及び金商業等府令第115条第１項第１号に規定する「解除

時」の属する日を含むものとする。 

 

 

 


